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【スイミングスクール運営体制およびシステム変更のお知らせ】 

 

いつも当施設のスイミングスクールにご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

このたび、令和 8 年 4 月 1 日より、東近江市総合運動公園の指定管理者：東近江スポーツみらい創

発パートナーズの構成企業として、株式会社スポーツマックスが、布引プールの施設運営に携わる

事となりましたのでお知らせいたします。 

それに伴い、より安全で、より充実した指導環境を整えるため、スイミングスクールの一部システ

ムおよびプログラム内容を見直し、順次新しい運用へ移行してまいります。 

今回の変更は、これまで大切にしてきた「水泳の上達」だけでなく、子どもたちが水に親しみなが

ら、楽しさ・自信・安全意識を育める内容へ充実させることを目的としております。 

 

今後は、4 泳法の指導はもちろんのこと、下記のような要素も取り入れた「マルチスイミング」 

プログラムを年間を通して実施してまいります。 

 

・4 泳法（クロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライ）の基礎～上達指導 

・ボールを使った水中運動（水球要素を含むプログラム） 

・水の中での体操・バランス運動などの水中トレーニング 

・水難事故防止につながる「着衣泳」など、安全教育の実施 

・進級テストはなくなり指定教材【スイミングノート成長日記】（600 円〈税込〉）を使用します。 

また、運営の安定化と利便性向上のため、以下の点について変更となります。 

 

■変更内容①：お支払い方法について 

お支払い方法が、これまでのクレジット決済から、口座振替（口座からの自動引き落とし）へ変更

となります。申込書、引き落とし書類等の提出を 3 月 20 日（金）までにお願いいたします。 

 

■変更内容②：月の実施回数および振替制度について 

月のレッスン回数が、これまでの月 4 回から月 3 回へ変更となります。 

回数変更にあわせて、より通いやすい環境を整えるため、新たに振替制度を導入いたします。 

体調不良やご都合によりお休みされた場合でも、別日程で受講できる仕組みとなり、無理なく継続

して通っていただけます。 

 

【振替について】 

振替制度は、できるだけ多くの皆さまに公平にご利用いただけるよう、以下のルールを設けており

ます。 

・振替クラスは、受け入れ人数に上限がございます（定員に達し次第受付終了となります）。 

・振替は、1 ヶ月につき 1 回までご利用いただけます。 

※振替の受付方法（申込手順・受付開始日等）は、別途ご案内いたします。 

今後も、楽しみながら取り組める内容を増やし、泳力だけでなく「水と上手に付き合う力」を身に

つけられるよう、スタッフ一同しっかりとサポートしてまいります。 

 

尚、変更に際しご不明な点等ございましたら、受付または電話（0748-25-0045）にてお問い合わせ

ください。 

今後も皆様により良い指導、サービスを提供してまいりますので、ご理解とご協力を賜りますよ

う、お願い申し上げます。 

 


